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マタハラ防止の措置が事業主に義務づけられます！ 
－平成 29 年1 月1 日改正法施行－ 

平成29 年1 月1 日から、事業主は男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法により、妊娠・出産・

育児休業等に関するハラスメントについて、防止措置を講じることが義務づけられます（詳細は裏面及

び別添のとおり）。 

なお、事業主による妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇などの不利益取扱いについては、現行

法においても法違反とされていますが、下記のとおり、労働者の方からの関連する相談は増加傾向に

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山労働局（局長 中原
なかはら

 正裕
まさひろ

）では、改正内容を広く周知するため、県内2 カ所で説明会を開催し

ます（詳細は別添のとおり）。また、併せて和歌山労働局では「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設

しています 

担 

 

当 

厚生労働省和歌山労働局 

雇用環境・均等室 

監  理  官  上野山 勲 

厚生労働事務官  宮地 くらら 

電    話：０７３―４８８―１１７０ 

Ｆ Ａ Ｘ：０７３－４７５－０１１４ 

Press Release 
厚生労働省和歌山労働局発表 
 平成28年9月30日（金） 

全国労働局への相談（労働者からの相談

合計）、援助、調停、是正指導件数の推移 

和歌山労働局への相談（労働者からの相談

合計）、援助、調停、是正指導件数の推移 

（※）紛争解決援助、調停、是正指導は妊娠・出産等不利益、育児休業等不利益に関するものの合計 
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指針では、下記の２つの型が示されています。 

 

１．制度等の利用への嫌がらせ型 : 制度等の利用を理由に解雇や不利益取扱いを示唆する言動、

制度等の利用を阻害する言動、制度等の理由に嫌がらせ等をする言動 

（例）・ 妊娠により立ち仕事を免除してもらっていることを理由に「あなたばっかり座って仕事してず

るい！」と、同僚からずっと仲間はずれにされ、仕事に手がつかない。 

・ 男性労働者が育児休業を申し出たところ、上司から「男のくせに育休とるなんてあり得ない」 

と言われ、休業を断念せざるを得なくなった。 

 

２．状態への嫌がらせ型 : 妊娠・出産等を理由に解雇その他不利益取扱いを示唆する言動、妊娠・

出産等を理由に嫌がらせ等をする言動 

（例）・ 先輩が「就職したばかりのくせに妊娠して、産休・育休をとろうとなんて図々しい」と何度も言

い、就業意欲が低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

①改正育児・介護休業法・男女雇用機会均等法等説会  

②育児・介護休業法が改正されます！－平成29 年1 月1 日施行－ 

事業主は、法律に基づき妊娠・出産、育児休業、介護休業等に関する上司・同僚からの職場

でのハラスメントの防止措置を講じなければなりません。 
 

平成29年1月1日施行！ 

男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正により、平成29 年1 月1 日から事業主には次のこと

が義務付けられます。 

１ 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発                                 

（「ハラスメントがあってはならない旨」の事業主の方針など） 

２ 相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

３ 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応 

（すみやかな事実確認、被害者への配慮、行為者への処分等） 

４ 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため

の措置（業務体制の整備など） 

※これらの措置は、業種・規模に関わらずすべての事業主に義務づけられます。 



平成２9年1月１日より、改正育児・介護休業法、改正男女雇用機会均等法が施行され
ます。
和歌山労働局では、改正のポイント等に関する説明会を以下のとおり開催いたします。
ぜひご参加ください。

日 時 会 場

平成28年
10月12日（水）
13:30～16:00

【田辺会場】
和歌山県立情報交流センターBig・U 研修室１
所在地:田辺市新庄町3353-9 ｔｅｌ：0739-26-4111

平成28年
10月26日（水）
13:30～16:00

【和歌山会場】
和歌山県勤労福祉会館 プラザホープ ４階ホール
所在地：和歌山市北出島1丁目5番47号 ｔｅｌ：073-425-3335

参加を希望する会場に☑の上、各開催日の1週間前までにFAX等によりお申し込みください。

（※ 当日ご持参ください。）

□田辺会場 □和歌山会場

企 業 名

所在地・連絡先
〒 ☎

参加者役職・氏名
役職 氏名

参加申込書

参加無料

FAX 073-475-0114

対象者

育児・介護休業法等の改正について
（介護休業制度、いわゆるマタハラなどの防止措置等に
ついて 他）

人事労務担当者等

お問い合わせ・申込先
和歌山労働局雇用環境・均等室（電話073-488-1170/FAX 073-475-0114）

内容

マタハラ防止
キャラバン



３．妊娠・出産・育児・介護等を理由とする不利益取扱いの防止措置
（男女雇用機会均等法、育児・介護休業法）

２．育児のための制度の改正（育児・介護休業法）

１．介護のための制度の改正（育児・介護休業法）
今までは 法改正後は

介
護
休
業

分割取得
対象家族1人につき、一要介護状
態ごとに1回、通算93日まで

対象家族1人につき、3回を上限として、通
算93日まで

有期契約労働
者の取得要件
の緩和

○有期契約労働者の要件
①入社1年以上、②開始予定日か
ら93日経過後の雇用見込み、③93
日経過後から1年以内に更新され
ないことが明らかである者を除く

○有期契約労働者の要件
①入社1年以上、②93日経過日から６ヶ月
を経過する日までの間に、その労働契約が
満了することが明らかでない者
とし、取得要件を緩和する。

介護休暇の半日単位の取
得

介護が必要な家族1人につき5日、
2人以上につき10日（1日単位）

介護が必要な家族1人につき5日、2人以上
につき10日（半日単位の取得可）

介護短時間勤務等（※）
の要件の変更

対象家族1人につき一要介護状態
ごとに1回、介護休業と日数を通
算して93日

介護休業とは別に、利用開始から3年の間
で2回以上の利用を可能とする

介護のための所定外労働
の免除

（無） （新設）介護終了までの期間について、所
定外労働の免除を請求可

介護休業等の対象家族の
拡大

配偶者、父母、子、配偶者の父母、
同居かつ扶養している祖父母、兄
弟姉妹、孫

配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、
兄弟姉妹、孫(同居・扶養要件を削除)

育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の改正ポイント

今までは 法改正後は

育

児

休

業

有期契約労働
者の取得要件
の緩和

○有期契約労働者の要件
①入社1年以上、②子が1歳以降も
雇用継続の見込みがあること、③
2歳までの間に更新されないこと
が明らかである者を除く

○有期契約労働者の要件
①入社1年以上、②子が1歳6か月になるまで
の間に、その労働契約が満了することが明
らかでない者
とし、取得要件を緩和する。

対象となる子
の範囲拡大

実子・養子 (法律上の親子関係で
あるもの)

下記要件を追加
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組
里親に委託されている子等、法律上の親子
関係に準じる関係にあると言える子

子の看護休暇の半日単位
の取得

対象となる子1人につき5日、2人
以上につき10日（1日単位）

対象となる子1人につき5日、2人以上につき
10日（半日単位の取得可）

今までは 法改正後は

禁止・義務の対象 事業主 事業主

内容
左記に加えて防止措置義務を新規に追加

妊娠・出産・育児休業・介護休業
等を理由とする不利益取扱いをし
てはならない。
※就業環境を害する行為を含む
（均等法第9条、育介法第10条等）

上司、同僚などが職場において、妊娠・出
産・育児休業・介護休業等を理由とする就
業環境を害する行為をすることがないよう、
防止措置(※)を講じなければならない。
※労働者への周知・啓発、相談体制の整備
等の内容を想定。
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